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手続き・お知らせ

【
高
齢
者
対
象
】
無
料
の
歯
科
健
診
を
実
施

問 

伊
奈
庁
舎
国
保
年
金
課  

☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
４
４
０
７
）

　

高
齢
者
の
口
腔
機
能
の
低
下
や
肺

炎
な
ど
の
疾
病
を
予
防
す
る
た
め
、
無

料
の
歯
科
健
康
診
査
を
実
施
し
ま
す
。

　

期
間
は
、
9
月
1
日
㈯
～
12
月
31

日
㈪
で
す
。
歯
科
医
療
機
関
の
休
診

日
を
除
き
ま
す
。
対
象
者
に
は
、
８

月
に
案
内
を
送
付
し
ま
す
。

▼
対
象
者
＝
後
期
高
齢
者
医
療
被
保

　

険
者
で
、
平
成
30
年
３
月
末
時
点

　

の
年
齢
が
、
満
75
歳
、
満
80
歳
、

　

満
85
歳
の
方

▼
受
診
場
所
＝
茨
城
県
歯
科
医
師
会

　

所
属
で
、
本
事
業
を
実
施
す
る
歯

　

科
医
療
機
関
。
実
施
歯
科
医
療
機

期
間
は
９
月
～
12
月
末
、

対
象
者
に
は
案
内
を
送
付
し
ま
す

健　康

　

関
に
つ
い
て
は
、
茨
城
県
後
期
高

　

齢
者
医
療
広
域
連
合
ま
で
お
問
い

　

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
受
診
回
数
＝
１
年
度
に
つ
き
１
回

▼
実
施
方
法
＝
案
内
が
届
い
た
ら
、

　

同
封
し
て
あ
る
、
実
施
歯
科
医
療

　

機
関
一
覧
表
の
中
か
ら
ご
希
望
の

　
歯
科
医
院
に
予
約
し
、「
被
保
険
者

　

証
」「
受
診
券
」「
受
診
票
」「
健
康

畑
の
表
土
流
出
防
止
対
策
用
種
子
の
無
料
配
布

問 

谷
和
原
庁
舎
産
業
経
済
課　
☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
３
１
０
４
）

土
の
飛
散
防
止
に
も
役
立
ち
ま
す

　

休
耕
農
地
な
ど
の
耕
作
し
て
い
な

い
農
地
を
対
象
に
、
表
土
流
出
や
強

風
に
よ
る
良
質
な
土
の
飛
散
・
砂
ぼ

こ
り
の
防
止
を
目
的
と
し
て
、
農
地

（
畑
）
を
所
有
す
る
方
や
管
理
者
の

方
を
対
象
に
ヘ
ア
リ
ー
ベ
ッ
チ
の
種

子
を
無
料
配
布
し
ま
す
。

　

舞
い
上
が
っ
た
土
は
視
界
を
遮

お知らせ

り
、
周
辺
の
交
通
に
支
障
を
き
た
す

事
も
あ
り
ま
す
。
交
通
事
故
原
因
防

止
は
も
と
よ
り
、
通
学
路
上
な
ど
の

子
ど
も
た
ち
の
安
全
確
保
の
た
め
に

も
、
ご
協
力
を
お
願
し
ま
す
。

▼
申
込
期
限
＝
８
月
24
日
（
金
）

　

閉
庁
日
を
除
く

▼
申
し
込
み
＝
印
鑑
を
持
参
の
上
、

　

産
業
経
済
課
ま
で
お
越
し
く
だ

　

さ
い
。

　

手
帳
」「
歯
ブ
ラ
シ
」
を
持
っ
て
、

　

受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

※
「
受
診
票
」
の
「
問
診
項
目
」
は

事
前
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

▼
健
診
内
容
＝
問
診
、
口
腔
内
の
状
態

　

の
検
査
や
、
口
腔
機
能
の
評
価
な
ど

※
受
診
料
は
無
料
で
す
が
、
歯
科
健

診
に
引
き
続
き
治
療
を
行
う
場
合
に

は
別
途
料
金
が
か
か
り
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　
茨
城
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
　
事
業
課
　
☎
０
２
９
‐
３
０
９

‐
１
２
１
２

手続き・お知らせ

　

一
般
社
団
法
人
バ
リ
ア
フ
リ
ー
推

進
協
会
か
ら
、
施
設
利
用
者
の
快
適

な
排
泄
環
境
の
提
供
を
目
的
に
、
前

広
便
座
２
台
を
寄
贈
い
た
だ
き
ま
し

寄贈された前広便座の見本を手にする
小田川市長と同協会の柏

かしわぎ
木太

た ろ う
郎代表理事

お知らせ

前
広
便
座
を
寄
贈
い
た
だ
き
ま
し
た

た
。前
広
便
座
は
、病
気
な
ど
に
よ
り
、

人
工
肛
門
・
人
工
ぼ
う
こ
う
を
つ
け

た
方
が
、
排
せ
つ
処
理
を
楽
に
行
え

る
よ
う
設
計
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

い
た
だ
い
た
前
広
便
座
は
、
市
総

合
運
動
公
園
体
育
館
内
の
男
子
ト
イ
レ

お
よ
び
女
子
ト
イ
レ
に
設
置
い
た
し
ま

す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

問 

谷
和
原
庁
舎
建
設
課　
☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
５
２
０
３・５
２
０
６
）

 

平
成
30
年
度
地
籍
調
査
の
お
知
ら
せ

お知らせ

　

市
の
今
年
度
の
地
籍
調
査
対
象
区

域
は
、
左
図
の
と
お
り
予
定
し
て
い

ま
す
。
地
籍
調
査
事
業
と
は
、宅
地
・

田
畑
・
山
林
な
ど
土
地
一
筆
一
筆
を

土
地
所
有
者
の
立
会
い
の
も
と
で
位

置
、
地
目
、
隣
地
と
の
境
界
な
ど
を

確
認
す
る
調
査
で
す
。

　

こ
の
調
査
結
果
が
地
籍
簿
や
地
籍

図
と
し
て
記
録
さ
れ
、
法
務
局
に
て

法
的
に
保
護
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
に
よ

り
市
の
都
市
計
画
事
業
が
円
滑
に
行

わ
れ
る
ほ
か
、
個
人
的
な
財
産
で
あ

る
土
地
を
後
々
売
買
や
相
続
す
る
時

に
起
こ
り
う
る
無
用
な
ト
ラ
ブ
ル
か

ら
回
避
す
る
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。

　

こ
の
事
業
に
要
す
る
経
費
は
国
・

県
・
市
で
負
担
し
ま
す
の
で
個
人
負

担
は
一
切
あ
り
ま
せ
ん
。

　
な
お
、
今
年
度
の
調
査
対
象
地
域
に

土
地
を
持
っ
て
い
る
方
に
は
後
日
立
会

い
に
つ
い
て
の
通
知
を
お
送
り
し
ま
す

の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◎図中の太線で囲んだ地区が、今年度の調査対象地区です。

今年度対象地区：野堀地区の一部


